
指宿市民憲章（案）に対する意見等とそれに対する市の考え方 

 

Ⅰ 前文について 

No. 意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

１  前文８行目の「敬愛なる先人からの教えを

引継ぎ」の表現について、形容詞と動詞の感

覚の違いで奇異に感じた。「敬愛なる」を「敬

愛する」に変えれば自然になるのではないか。

非常に良くできていると思う。 

 市民憲章の制定については、広く市民の皆

さまから意見をいただき、より良いものをつ

くりたいと考えております。このことからも、

ご指摘の箇所については、市民憲章検討委員

会において検討させていただきたいと思いま

す。 

２  市民憲章をより良い内容にするために最初

の誓いは次のようにしてはどうか。 

１．次世代に誇れる、豊かな自然を生かし、

環境にやさしい心安らぐ美しいまちをつくり

ます 

※補足説明 

 現代、国も地方も多くの借金を抱え、企業

に置き換えた場合、倒産していても当然の状

況である。このような状況は正さないといけ

ないが、その気配はどんどん遠のいている。

そうした状況を失くし、次世代に引き継ぐの

が、私達の当然の努めと考える。 

 家に例えた場合、親の借金を、子供、孫は

引き継ぎたくない筈。 

 こうした思いを市民憲章の誓いの中に入れ

ないと夕張市と同様のことが起こる可能性が

大である。 

 国は歯止めがなく、また、国の借金を増や

そうとしている。１人あたり１千万円に届こ

うとしている。完済の方針もなく、増税がイ

ンフレを起こすか策がない状況。こうした状

況にならないよう字句の追加が必要と考え

る。 

 ご指摘のとおり、現在の混沌とした社会経

済状況を、次世代を担う子どもたちにそのま

ま引き継ぐことは避けなければならないこと

であると考えております。 

このようなことからも、まず敬愛する先人

たちの教えを引き継ぐということが肝心であ

ろうと思います。そして、その上で、この指

宿市の輝ける未来を指し示すことが必要であ

ろうと考えております。その思いを、この指

宿市民憲章の大前提として前文の中に盛り込

んでいるところです。 

 

Ⅱ 本文について 

No. 意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

３ 指宿市民憲章（案）を読み、全般に素晴ら

しい内容になっている。私はこの案に、美し

い海、山、川、湖、空さらに温泉があり、そ

して 21世紀という時代背景のなかで清潔感

あふれる国際観光都市として発展していく指

宿という視点を加えて第１項、第２項につき

下記のように提案したい。他項について異存

ない。 

（第１項） 

豊かな自然に感謝し、この環境を大切に育

 ご意見のとおり、本市は素晴らしい自然に

恵まれています。それらの自然に感謝し、環

境を大切に育むことが大事であることは間違

いありません。ご指摘いただいた箇所につい

えては、その意味を包含するものであり、ま

たそのように実践していきたいと考えており

ます。 

 郷土の産業振興についても、肥沃な大地に

実る豊かな農産物や三方を海に囲まれるな

ど、恵まれた地形による新鮮な海産物など、



み心安らぐ美しいまちをつくります 

（理由）天から授かった日本の中でもひとき

わ美しい自然のなかに住める喜びと誇りを表

現し、市民としてさらにその環境の維持、発

展に努める決意を表明する。 

（第２項） 

 郷土の産業の振興に励み、明るい清潔な国

際観光地として魅力あるまちをつくります 

（理由）市民の生活と市の活性化の源である

産業について具体的にその振興という言葉を

記述する。‘明るい’は特に明るい太陽の日

差しと、同時に市民の心が明るいことを意味

する。観光という言葉を記述することに関し

ては他業種からみるとやや抵抗感があるかも

しれない。しかし指宿は印象的にも実質的に

も温泉、観光に大きく依存していることは間

違いないことだと思う。ご承知のように鹿児

島空港は海外のソウル、上海、香港という三

つの都市と直接つながっている。乗り継げば

さらにいろいろな海外の都市につながってい

く。空の便がますます便利になっていく時代

のなかで、国内の観光客はもとより、積極的

に海外からの観光客も受け入れ、明るい清潔

な観光を発展させることは、農漁業等の地場

産業の振興とともに、指宿市の発展のために

欠かすことのできない、車の両輪を形成する

ものと信じる。また国際感覚あるまちづくり

は若者に希望と励みを与えると考える。 

＊できれば将来この憲章の英語版をつくるこ

とを提案する。 

(註) 私自身、指宿市民ではない。しかし、

本籍は指宿市であり、母は現在指宿市に住ん

でいる。指宿には、年に数回帰りそのたび海、

山、湖、空などの自然の美しさ豊かさに感謝

し、知人にも自慢している。そうしたことか

らこの企画に参加させてもらった。 

本市の誇る第一次産業が盛んなまちであるこ

とはご承知のとおりです。これらの貴重な産

業を持続的に次世代まで繋げていくことが肝

心であることから、郷土の産業を育みという

表現とさせていただきましたが、意図すると

ころは同じです。 

 また、本市の羅針盤でもある総合振興計画

の将来都市像にも位置付けられている「保養

観光都市」ですが、国内だけではなく、世界

に誇れる保養観光都市を目指しております。

このことから、市民憲章の前文に「世界に誇

れる指宿市」として表現をさせていただいて

いるところです。いただきましたご意見につ

きましては、今後のまちづくりの参考とさせ

ていただきます。 

 

Ⅲ その他 

No. 意見等の概要 意見等に対する市の考え方 

４  市民憲章は、子どもからお年寄りまですべ

ての指宿市民が目にするものである。新しく

制定するのであれば、昔のものとは違い、「常

用漢字」を使用すべきだと思う。 

 常用漢字は、分かりやすく通じやすい文章

を書き表すための現代日本における漢字使用

の目安である。常用漢字に含まれていない字

や音訓で表記するのであれば、その字のみ平

 新たに制定する市民憲章は、子どもからお

年寄りまで広く目にしていただきたいと考え

ます。また、市民一人ひとり心のよりどころ

になるものになればとも考えております。そ

のためにも、ご指摘の箇所、また全体的に精

査をし、必要な箇所に振り仮名（ルビ）で対

応するなどさせていただきたいと思います。 



仮名書きするか、そうすることで不自然さが

残るようであれば、当該箇所に振り仮名（ル

ビ）を振るなど、配慮していただきたいと思

う。 

 中には、新常用漢字表に追加される予定の

ものも含まれているが、現行の常用漢字での

表記をお願いするものである。 

５  市民憲章の扱いの理念の次元が低いように

思われる。この表現と内容では、市民が従う

内容であるが、自治体が担うのでなくてはな

らないと思う。 

 ご意見として承りました。 

６  日本国憲法の理念の次元を本当の意味で実

現するために作られるべきであると思うが、

そうなっていない。 

 ご意見として承りました。 

７ 地域では、太平洋戦争を侵略戦争であった

という十分な歴史的認識にいたる事実を知ら

ない点があるので二度としないさせない決意

を示す必要があると思う。 

 ご意見として承りました。 

８ 恒久平和を願う内容を記載すべきだと思

う。 

本市は、核兵器廃絶・平和都市宣言を行っ

ているため、市民憲章であえて記載すること

は考えておりません。 

９ 非核の世界を目指す内容を記載すべきだと

思う。 

本市は、核兵器廃絶・平和都市宣言を行っ

ているため、市民憲章であえて記載すること

は考えておりません。 

10 いまの政府の行為に対する批判をする視点

を（主権者である自覚）もつ内容を記載すべ

きだと思う。 

 市民憲章は、明るい未来を指し示す心のよ

りどころとなるものとしたいため、批判的及

び否定的な文言は記載すべきではないと考え

ます。 

11 いかなる戦争に協力することも基本的人権

を抑圧し、全ての人の平和に生きる権利をう

ばうものだと思うので、その点をきっちり記

載すべきだと思う。 

 ご意見として承りました。 

12 国と自治体は対等、平等の権利であるはず

で、お金（補助金）で左右されない、させな

いように記載すべきだと思う。 

 ご意見として承りました。 

 


